
２

右
の
趣
旨
に
基
き
被
保
険

者
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
を

要
し
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る

病
気
休
職
等
の
場
合
は
、
賃
金

の
支
払
停
止
は
一
時
的
の
も
の

で
あ
り
使
用
関
係
は
存
続
す
る

１

健
康
保
険
の
被
保
険
者

る
を
相
当
と
す
る
場
合
、
例
え

も
の
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
労
働
協
約
又
は
就
業
規

ば
被
保
険
者
の
長
期
に
わ
た
る

か
ら
、
事
業
主
及
び
被
保
険
者

則
等
に
よ
り
雇
傭
関
係
は
存

休
職
状
態
が
続
き
実
務
に
服
す

は
そ
れ
ぞ
れ
賃
金
支
給
停
止
前

続
す
る
が
会
社
よ
り
賃
金
の

る
見
込
が
な
い
場
合
、
又
は
公

の
標
準
報
酬
に
基
く
保
険
料
を

支
給
を
停
止
さ
れ
た
よ
う
な

務
に
就
任
し
こ
れ
に
専
従
す
る

折
半
負
担
し
、
事
業
主
は
そ
の

場
合
に
は
、
個
々
の
具
体
的

場
合
等
に
於
て
は
、
被
保
険
者

納
付
義
務
を
負
う
も
の
と
し
て

事
情
を
勘
案
検
討
の
上
、
実

資
格
を
喪
失
せ
し
め
る
の
が
妥

取
扱
う
こ
と
が
妥
当
と
認
め
ら

質
は
使
用
関
係
の
消
滅
と
み

当
と
認
め
ら
れ
る
。

れ
る
。

今
年
の
４
月
分
か
ら
健
康
保

よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考

険
加
入
者
全
員
に
対
し
、
子
ど

え
方
を
基
に
し
て
い
る
と
説
明

も･

子
育
て
支
援
金
の
徴
収
が

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
拠
出
金
は
、

開
始
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
健

厚
生
年
金
の
合
計
保

康
保
険
料
に
上
乗
せ
さ
れ
て
徴

険
料
を
基
に
、
事
業

収
さ
れ
る
も
の
で
、
料
率
は
標

主
の
み
か
ら
徴
収
さ

準
報
酬
月
額
の
千
分
の
二.

三

れ
て
い
ま
す
。

と
な
り
、
本
人
と
会
社
が
そ
れ

子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金
は

し
か
し
少
子
化
に
歯
止
め
が

ぞ
れ
半
額
を
負
担
し
ま
す
。

健
康
保
険
料
は
３
月
分
か
ら

以
前
は
児
童
手
当
拠
出
金
と
い

か
か
ら
ず
、
子
供
の
健
全
な
育

例
え
ば
標
準
報
酬
月
額
が
三

改
正
と
な
り
ま
す
。
翌
４
月
分

わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
が

成
に
は
他
に
も
多
く
の
課
題
が

〇
万
円
の
人
の
場
合
は
、
そ
れ

か
ら
は
さ
ら
に
子
ど
も
・
子
育

平
成
二
七
年
か
ら
は
現
在
の
呼

あ
り
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
克
服

ぞ
れ
月
額
三
四
五
円
の
上
乗
せ

て
支
援
金
が
加
算
と
な
り
ま
す

称
と
な
り
、
児
童
手
当
の
み
な

す
べ
く
、
令
和
五
年
に
内
閣
府

と
な
り
ま
す
。

の
で
、
給
料
計
算
に
際
し
て
は

ら
ず
延
長
保
育
等
に
も
支
援
が

の
外
局
と
し
て
「
こ
ど
も
家
庭

年
金
事
務
所
か
ら
は
、
こ
れ

注
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

拡
充
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

庁
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

ま
で
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険

こ
ど
も
家
庭
庁
に
て
は
他
の

料
の
合
算
額
に
て
請
求
が
来
て

省
に
分
散
し
て
い
た
事
務
が
ま

い
ま
し
た
が
、
４
月
分
か
ら
は

と
め
ら
れ
、次
の
三
つ
の
柱(

要

さ
ら
に
こ
の
支
援
金
を
加
え
た

約)

に
つ
い
て
取
り
組
む
と
さ

額
に
て
請
求
が
来
ま
す
。

れ
ま
し
た
。

こ
の
支
援
金
は
従
来
か
ら
あ

①
出
産
や
子
育
て
に
夢
や
希
望

る
「
子
ど
も･

子
育
て
拠
出
金
」

を
持
つ
こ
と
を
目
指
し
、

の
範
囲
を
超
す
も
の
と
さ
れ
、

岩
手
県
で
は
昨
年
一
〇
月
一

昇
給
前
の
時
給
額
が
九
七
一

②
子
供
が
健
や
か
に
成
長
で
き

労
使
双
方
に
て
負
担
す
る
こ
と

日
か
ら
今
年
の
九
月
三
〇
日
ま

円
未
満
で
あ
っ
た
場
合
は
さ
ら

る
環
境
を
提
供
し
、

と
な
り
ま
し
た
。

で
の
間
に
一
時
間
当
た
り
六
〇

に
二
万
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

③
一
人
の
漏
れ
も
な
く
全
員
の

こ
の
支
援
金
は
子
供
の
い
な

円
以
上
の
賃
上
げ
を
行
っ
た
事

支
給
対
象
は
中
小
企
業
等
に

健
や
か
な
成
長
を
保
障
す
る
。

い
人
達
か
ら
も
徴
収
す
る
も
の

業
所
に
対
し
て
、
一
人
当
た
り

該
当
す
る
事
業
所
で
す
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
は

と
な
り
ま
す
が
、
少
子
化
が
進

六
万
円
を
支
給
す
る
こ
と
と

詳
細
は
「
岩
手
県
物
価
高
騰

こ
れ
ら
の
柱
の
実
現
の
た
め
の

む
な
か
、
国
の
将
来
を
担
う
子

し
、
そ
の
受
付
が
二
月
一
三
日

対
策
賃
上
げ
支
援
金
」
で
検
索

資
金
と
な
る
も
の
と
説
明
さ
れ

供
た
ち
を
国
民
全
体
で
支
援
し

か
ら
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
て
下
さ
い
。

て
い
ま
す
。

事
務
所
ニ
ュ
ー
ス

令和８年２月２０日 事務所ニュース 社会保険労務士法人 ふくる

保 険 料 率 の 改 正 (岩手県)
保険種別 料率(折半後) 増減 改正日

健康保険(協会けんぽ) 千分の 95.1(47.55)↓ 令和８年３月１日
子ども･子育て支援金 同 2.3( 1.15)新 令和８年４月１日
介護保険 同 16.2( 8.10)↑ 令和８年３月１日

子ども･子育て拠出金 同 3.6 → 従前通り

早見表は https://www.echna.ne.jp/~tkhshso/form/shahotable.xlsx

子
ど
も･
子
育
て
支
援
金

新
設

４
月
分
か
ら
徴
収
開
始

健
康
保
険
料
に
上
乗
せ

（
照
会
に
対
す
る
厚
生
省
保
険
局
長
の
回
答)

休
職
と
被
保
険
者
資
格
に
つ
い
て

(

昭
和
二
六
年
三
月
九
日

保
文
発
第
六
一
九
号)

喪失？
存続？

岩
手
県
物
価
高
騰
対
策
賃
上
げ
支
援
金

受
付
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す

六
〇
円
以
上
の
賃
上
げ
が
対
象

子
ど
も
・
子
育
て
拠
出
金

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金

ど

う

違

う

？

健
康
保
険
料
率
改
正

３
月
分
か
ら 社会保険労務士法人

ふくる
発行責任者
高橋寿夫


